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はじめに 

 
平成 30 年 3 月 14 日に感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律施

行規則の一部を改正する省令が公布され、五

類感染症（全数把握）に新たに「急性弛緩性麻

痺（急性灰白髄炎を除く。）」が追加されました
1,2)。この省令は平成 30 年 5 月 1 日より施行

されており、届出基準を満たす該当症例につ

いては 7 日以内の届出が必要となります。 
以下、改正された省令により追加された急

性弛緩性麻痺の概略について述べます。 
 
改正の背景 3,4) 

 
急性弛緩性麻痺（Acute Flaccid Paralysis：

AFP）とは、脊髄・末梢神経・筋などの様々な

部位に急性に弛緩性の麻痺を呈する疾患の

総称であり、ポリオ（急性灰白髄炎）等の感染

症に起因するものが存在します。世界保健機

関（WHO）は、ポリオ対策の観点から、各国で

AFP を発症した 15 歳未満の患者を把握して、

当該患者がポリオに罹患していないことを確

認するよう求めており、世界 194 ヵ国中 179
ヵ国で AFP の動向調査が実施されています

（2017 年 12 月時点）。 
日本ではこれまで AFP についての動向調

査は実施されていませんでしたが、今回の改

正で WHO 基準と同様に AFP を発症した 15
歳未満の患者が届出対象となりました。また

届出条件には「急性灰白髄炎（ポリオ）を除く」

という規定も設けられています。 
日本で AFP が届出対象とされていなかった

理由として、日本では平成 24 年までポリオの

定期接種に生ワクチンが使用されていたこと

から、AFP を発症した患者にはポリオが原因

であるかの検査が実施されていると考えられ

ていました。そのため AFP を届出対象とする

必要性は低いと考えられていましたが、平成

24 年にポリオの不活化ワクチンが導入されて

以降、日本でのポリオの発生はワクチン由来

株も含めて全くない状況が続いており、今後

AFP 発症者に対してポリオ検査が実施されな

くなってくる可能性が危惧されました。そこで、

引き続き AFP 患者に対するポリオ検査の確

実な実施を担保するために、届出の対象がポ

リオでないことを条件としています。 
なお、ポリオウイルスが原因の「急性灰白髄

炎」は、二類感染症に指定されています。 
 
定義・臨床症状・届出基準 1,2,4) 

 
今回の改正で追加された AFP は、ウイルス

などの種々の病原体の感染により弛緩性の運

動麻痺症状を呈する感染症と定義されました。 
臨床的特徴としては、その多くが何らかの

先行感染を伴い、手足や呼吸筋などに筋緊張

の低下、筋力低下、深部腱反射の減弱ないし

消失、筋委縮などの急性の弛緩性の運動麻

痺症状を呈するとされています。発症機序が

同一ではないものの同様の症状を呈するポリ

オ様麻痺、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、

急性脊髄炎、ギラン・バレー症候群、急性横断

性脊髄炎、Hopkins 症候群等もここには含ま

れます。AFP を呈する疾患は多岐にわたり、

ポリオウイルス以外のエンテロウイルス（エン

テロウイルス D68、エンテロウイルス A71 な

ど）やボツリヌス菌などの微生物のほか、非感

染性の疾患でも起こることから、その鑑別は推

定される病変部位と病態を手掛かりに行われ

ます。 
医師は上述の臨床的特徴を有する者を診

察した結果、症状や所見から AFP が疑われ、

かつ表 1 に示す届出に必要な要件をすべて

満たすと診断した場合は、7 日以内に最寄り
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の保健所長を経由して都道府県知事に届出を

行う必要があります。また、上述の臨床的特徴

を有する者の死体を検案した結果、症状や所

見から AFP が疑われ、表 1 の届出要件を満

たすと判断した場合も同様に、7 日以内に届

け出を行う必要があります。 

 
 
海外におけるエンテロウイルス D68 感染症の

流行 5-7) 
 
 今回の感染症法改正に至るきっかけとして、

AFP を起こす原因ウイルスの一つであるエン

テロウイルス D68（以下、EV-D68 とする）感

染症の海外での流行の発生が挙げられます。 
米国では 2014 年以前は EV-D68 の検出

はまれでしたが、2014 年 8 月以降、EV-D68
感染症が流行し、これと同時期にポリオ様麻

痺が多発しました。米国では他の AFP と区別

するため、その臨床的および解剖学的特徴を

もとに、新たな症例定義として急性弛緩性脊

髄炎（AFM：Acute Flaccid Myelitis）を定め、

報告を集めました。AFM は AFP のうち、表 2
の条件を満たす症例が該当します。 
 
表 2. AFM の定義 
①四肢の限局した部分の脱力を急に発症 
②MRI で主に石灰質に限局した脊髄病変

が 1 脊髄分節以上に広がる 
③髄液細胞増加（白血球数＞5／μL） 
※①＋②は「確定」、①＋③は「疑い」と

する 
 
報告を集めた結果、2014 年 8 月～12 月の

間に AFM と報告された患者は 120 例で、年

齢の中央値は 7.1 歳、59％が男性でした。麻

痺症状の発症前に、81％に呼吸器症状、

64％に発熱症状を呈していました。2015 年は

単発的に患者が発生し、2016 年には再び患

者数が増加しました。 
一方、ヨーロッパ疾病管理予防センター

（ECDC）は 2016 年に、デンマーク、フランス、

オランダ、スペイン、スウェーデン、イギリスに

おいて、EV-D68 が検出されたエンテロウイル

ス感染による子供及び大人における重症の神

経学的症候群の集団又は孤発例の報告がな

されたことを通知しました。また、2017 年 10
月には、アルゼンチンより EV-D68 感染によ

る AFM 症例が報告されました。2016 年第 13
週から第 21 週の間に、15 名の AFM 症例が

確認され、そのうち 6 例から EV-D68 が検出

されています。EV-D68 以外に検出されたウイ

ルスとしては、AFM の 2 症例の便検体からヒ

ト EV B 型およびヒト EV C 型が検出され、ほ

かにもライノウイルス C 型、コクサッキーウイ

ルス A13 型がそれぞれ 1 例ずつ検出された

と報告されています。 
 

日本における EV-D68 感染症の流行 4,8) 
 
 日本では 2015 年 8 月以降、呼吸器感染症

例等から EV-D68 が検出され、EV-D68 検出

数は 2015 年 9 月をピークに急増しました。そ

れと同時期に、小児を中心とした AFP 症例の

報告が相次ぎ、一部の症例から EV-D68 が検

出されました。当時日本では AFP サーベイラ

ンスは実施されていなかったため、厚生労働

省から 2015 年 10 月 21 日付で事務連絡「急

性弛緩性麻痺（AFP）を認める症例の実態把

握について（協力依頼）」9)が発出され、原因究

明のための調査が行われました。 
その調査では、2015 年 8 月～12 月に全国

から AFP 症例を集積し、その症例のうち AFM
の定義を満たす症例が抽出されました。その

結果、調査期間中に 89 病院から AFP115 例

が報告され、そのうち 59 例が AFM 症例（確

定 58 例、疑い 1 例）でした。患者の年齢の中

央値は 4.4 歳（IQR：Interquartile range（四分

位範囲） 2.6～7.7 歳）で、55 名が 15 歳以下

の子供、4 名が 21 歳以上の成人でした。EV-
D68 は AFM 症例のうち 9 例から検出されま

した。 
海外での報告と同様に、今回の調査結果で

も AFM 症例発生と EV-D68 感染とは時間的

に相関性がみられたことから、EV-D68 は

AFM の主な原因の一つであるかもしれないと

していますが、患者からの EV-D68 検出率が

低いこと、EV-D68 感染のない散発症例が多

いことから、患者の感受性などの要因も AFM
発症にかかわっているのではないかと示唆さ

れています。 

表 1. 届出に必要な要件（3 つすべてを満た

すもの） 
ア．15 歳未満 
イ．急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って

死亡した者、又は当該症状が 24 時間以上

消失しなかった者 
ウ．明らかに感染症でない血管障害、腫瘍、

外傷、代謝障害などでないこと、及び痙性

麻痺でないこと 
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病院感染対策 

 
AFP を起こす原因は多岐にわたりますが、

その原因の一つとされる EV-D68 はエンテロ

ウイルス属のウイルスの一つであり、エンテロ

ウイルス属にはポリオウイルス群、コクサッキ

ーウイルス A 群、コクサッキーウイルス B 群、

エコーウイルス群、エンテロウイルス群があり

ます。エンテロウイルス属はエンベロープのな

いウイルスのため、消毒薬に対する抵抗性は

高いと考えられており、ウイルスの不活性化に

対し、アルコールが長時間を要するという報告
10-12)や、低濃度のポビドンヨードは効力を示し

たが、通常使用される高濃度では比較的長時

間を要したとの報告があります 13)。そのため、

エンテロウイルスに対する消毒としては、スポ

ルディングによる器具の分類や材質に応じて

熱水による消毒か高水準消毒、または 500～
1000ppm 次亜塩素酸ナトリウムでの消毒を

選択します。アルコールを用いる場合は丹念

に清拭し物理的にふき取ることで対応します。

手指衛生は、流水と石けんによる手洗いで物

理的にウイルスを除去することが基本とし、場

合によって速乾性手指消毒薬を補完的に使用

します。 
EV-D68 は呼吸器疾患の原因ウイルスで、

感染患者の気道分泌物（唾液、鼻粘液、痰）に

みられます。そのため、患者が咳やくしゃみを

したときにヒト—ヒト感染を起こすと考えられ、ま

たその飛沫で汚染された環境表面等への接

触によって感染が広がるとされます 14,15)。感

染対策としては標準予防策に加え、飛沫予防

策、接触予防策を実施します。エンテロウイル

ス属のウイルスは乾燥した環境表面において

比較的長時間生存している可能性があるため
16)、手の良く触れる環境表面の定期的な消毒

も重要と考えられます。 
 
おわりに 

 
AFP を呈する疾患は多岐にわたるため、そ

の鑑別を慎重に行うことが重要であり、ポリオ

ウイルスによる急性灰白髄炎かの鑑別が必須

となります。原因となる疾患、起因微生物が判

明したのち、その結果にしたがって治療、感染

対策を行います。微生物による感染が原因の

場合は、その微生物の特徴にあった感染対策

を行う必要があり、原因微生物がエンテロウイ

ルスであった場合は消毒薬に対して比較的抵

抗性を示すため、有効な消毒薬の選択、使用

方法を考慮して対応する必要があります。 
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